
道路管理者
　別海町長　曽　根　　興　三 　様

申請人

まで

注１　占用面積の算定は次による。
（１）　地下埋設物等は埋設物最大長×最大幅による。
（２）　空間工作物は投影面積による。
（３）　架空線は線両端間距離をもってその幅員とし、最小５０cmとする。

　２　継続許可申請の場合、前回の許可書の写を添付すること。

法定外道路占用 (許可 ・協議）申請書

令和　　年　　月　　日

　次のとおり道路占用したいので、別海町法定外道路管理条例（第４条 ・第５条）の規定により関
係書類を添えて（許可 ・協議）申請します。

路 線 名

占 用 の 場 所

占 用 の 目 的

占 用 の 数 量 及

び 個 （ 本 ） 数

占 用 の 期 間 令和  年　　月　　許可日 から 令和　　年　　月　　日

工 事 の 実 施 方 法 工事の方法

及 び 工 事 の 期 間 工事期間 許可日 ～ 令和　　年　　月　　日

道 路 の 復 旧 方 法 原形復旧

新 規 又
は 継 続
の 別

新規・継続


